
【問３添付資料】各養成施設の入学資格 

資格名 保育士 社会福祉士 精神保健福祉士 理容師 看護師 栄養士

入学資格 高卒程度 大卒程度（※） 高卒程度 大卒程度 大卒程度（※） 高卒程度 高卒程度 高卒程度

修業年限 ２年以上
６月以上【短期】
１年以上【一般】

２年以上 １年以上
６月以上【短期】
１年以上【一般】

２年以上 ３年以上 ２年以上

（※）短大卒業者については、養成校への入学に際し、短大卒業後、１年又は２年以上の相談援助業務への従事が必要

介護福祉士

各種養成校の入学資格等について


